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聖籠町告示第６６号 

聖籠町私立保育所運営費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように

定める。 

令和２年６月１５日 

聖籠町長 西脇 道夫 

聖籠町私立保育所運営費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 聖籠町私立保育所運営費補助金交付要綱（平成１２年聖籠町告示第１１８号）

の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第５号中「健全育成」を「安全対策」に改める。 

別表中 

「 

５ その他経営の安

定及び入所児童

の健全育成を図

るための事業 

（１） 児童の災害に対処

するための日本体育・学

校健康センター負担金の

一部を助成 

入所児童１人当り 

２００円 

（２）町長が認めた事業 町長が定める額 

」を 

「 

５ その他経営の安

定及び入所児童

の安全対策を図

るための事業 

町長が認めた事業 町長が定める額 

」 

に改める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 


